
議案第６８号 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい 

て 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり定める。 

  平成２７年１２月３日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

行政不服審査法の改正に伴い、所要の改正を行うため
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行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（海老名市情報公開審査会条例の一部改正） 

第１条 海老名市情報公開審査会条例（昭和６３年条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。 

（海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 海老名市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  第１６条の３第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条

又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条」に改め

る。 

（海老名市市税条例の一部改正） 

第３条 海老名市市税条例（昭和３０年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の２第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

（海老名市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第４条 海老名市固定資産評価審査委員会条例（昭和３７年条例第１７号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第３項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１項

」を「行政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第３条第１項」に改め

る。

（海老名市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第５条 海老名市消防団員等公務災害補償条例（昭和４４年条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

第２５条の見出しを「（審査請求）」に改め、同条中「異議申立て」を「審査請

求」に改める。 
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   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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